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1． 計画の趣旨
（1） 計画の趣旨

本計画は、教職員が心身ともに健康的で誇りとやりがいを持ち、次代を担う子供たちの豊かな学びと健やかな成長に向けて教育に邁進できるようにする環境を整備して、教職員が「働きやすさ」と「働きがい」を両立することで新島村教育目標の理念の実現、そして教育の質を維持・向上させることを目的とし、地方公務員法、給特法及び文部科学大臣の指針に基づき、教職員の業務量の適切な管理と健康確保を推進するために策定するものである。
　新島村教育委員会は、教職員の日々の生活の質や職業人生を豊かにするライフ・ワーク・バランスを確保するとともに新島村の掲げる「ふるさとを愛し、心豊かにたくましく生きる子ども」の育成を目指し、本計画を学校と連携して総合的に推進することでより効果的な働き方改革を進めていく。


2． 計画期間

令和８年度～令和１１年度


3． 現状と目標

①時間外在校等時間に関する目標
【令和６年度の時間外在校等時間の状況】
	
	年平均
	月45時間を上回る割合
	月80時間を上回る割合

	小学校
	月31.3時間
	13.8％
	0.0％

	中学校
	月23.1時間
	5.1％
	0.3％



【令和１１年度の時間外在校等時間の目標】
・１か月４５時間以下の時間外在校時間１００％を目指す
②ワーク・ライフ・バランス等に関する目標
ア．１年間の年次有給休暇の平均取得日数の向上
【令和６年度の有給取得日数の状況】
	
	平均有給取得日数

	小学校
	１８．０日

	中学校
	１６．７日



【令和１１年度の有給取得日数の目標】
・これまで徹底した業務の効率化と適切な人員配置により、高い年次有給休暇取得率を維持している。今後もこの良好な労働環境を継続することを最優先事項とし、環境を維持するため「ワーク・ライフ・バランス」を重視した休暇取得の勧奨を継続し、気兼ねなく休暇を申請できる職場環境の定着を図る

イ．ストレスチェックの完全実施と集団分析結果の活用を最優先で進める。これにより、教職員のメンタルヘルス不調の未然防止と、職場環境の客観的な完全につなげる。またストレスチェックにおける高ストレス者の割合を減少させ、「働きがい」の値等を向上させる

ウ．統合型校務支援システムなどのデジタル技術の活用を進め、校務効率化を図る











4． 実施する業務量管理・健康確保措置の内容

本村では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。
（1）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し
①学校以外が担うべき業務
・登下校時の通学路における日常的な見守り活動には、地域住民やシルバー人材センター、警察、保護者等との連携を強化し、教職員の負担を図る
・保護者からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応は、学校問題解決支援の仕組みを構築し、教職員が孤立しない体制を整備する
・地域学校協働支援本部の中心として、地域人材の積極的な活用による部活動の地域移行など、連絡調整を行うボランティアコーディネーターを配置する

②教師以外が積極的に参画すべき業務
　・教育委員会から学校へ依頼する調査や通知等について、内容を精査し、調査方法の簡素化や合理化を図る
・ＩＣＴ機器やネットワーク設備の日常的な保守・管理は、リモート保守の活用や民間事業者に委託する
・村と学校のプールを共同利用することで、教育職員へのプール管理に係る負担を減らす
・小学校に、授業補助や休み時間における見守りなどを行うエデュケーション・アシスタントを配置する
・部活動指導員や地域の多様な人材を活用するなど、地域連携・地域展開を推進する

③教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務
・スクールカウンセラーや支援スタッフの配置、外部人材の活用等支援が必要な児童生徒・家庭への対応をする
・授業準備の補助（教材の印刷等）を行うスクール・サポート・スタッフの業務範囲を明確化し、教職員が授業準備や児童生徒への指導に専念できる体制を維持・強化する
・教育職員用タブレット端末を活用し、校務支援システムや服務管理システムを利用できる環境を整えることで校務の負担軽減を図る

(2)学校における措置の推進
学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図る。
　・デジタル技術の活用により校務を効率化し、ＧＩＧＡスクール構想下での校務ＤＸを推進する
・教育課程の見直しや学校行事等の精選を行う

(3)教職員の健康及び福祉の確保に関する取組
教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法当の規定を遵守するとともに、以下の内容に取り組む。
・１カ月時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員に対して、産業医による面接指導等を実施する
・勤務間インターバルの確保に取り組む
・ストレスチェックを毎年度確実に実施し、その結果を適切に本人へ通知するとともに、実施後の集団分析の結果を活用して、村内各校の職場改善（組織的なメンタルヘルス対策）を推進する
・学校閉庁日を設定する











5． 関連する取組、今後のフォローアップについて

・本計画の着実な実行を図るため村内各学校の教職員の在校等時間の状況を四半期ごとに集計し教育委員会に報告するとともに、各学校へのフィードバックを行う
・各学校における働き方改革の取り組みが進むよう、様々な機会を捉え各学校への時間外在校等時間が４５時間を超えた教職員が多い学校へ指導・助言を行う
・学校での児童生徒等の支援に当たる医療・福祉に関する人材の確保に当たり、関係部局・関係機関とともに取り組む
・校長をはじめとした管理職のリーダーシップのもと、学校運営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づき、教職員の働き方改革に向けた取り組みを実施する
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